
別 紙 

質  問 回  答 

１．建設工事及び設計・コンサルティン

グ業務に関する入札・契約手続の運用状

況等について 
・前回の定例会議以降、変更した部分は

あるのか。 
 
 
２．国立大学法人大阪大学において発注

した建設工事及び設計・コンサルティン

グ業務について 
・建設工事の随意契約の中に契約率 100％
のものがあるが、予定価格はその業者の

見積もりを採用しているのか。 
 
・最低基準額を下回る入札については、

低入札価格調査を実施するとのことだ

が、最低基準額はどのように定めている

のか。現在の経済状況は反映されている

のか。 
 
 
・不落随契が数件あるが、いずれも契約

率が 100％に極めて近い。その原因は何

か。 
 
 
３．指名停止等の措置状況について 
・同じ工事で６社が指名停止となってい

るが、なぜか。 
 
 
 

 
 
 
・変更となったところはない。 

 
 
 
 
 
 
・指摘の工事は、大阪瓦斯株式会社との特命

随契であり、予低価格については大阪瓦斯株

式会社の見積もりを採用している。 
 
・最低基準額は、文部科学省からの通知を参

考に定めている。なお、最低基準額の積算の

基礎となる直接工事費等は「公共建築工事積

算基準」に基づく単価、物価資料、見積りに

より算定されているため、経済状況は反映さ

れていると考える。 
 
・再入札をしても落札とならない場合、不落

随契とするが、他者との競争ではないため、

高い契約率となってしまう。 
 
 
 
・６社のうち５社については、入札価格が最

低基準額を下回り、低入札価格調査を行った

ところ、設計図書に示した仕様とは違う内容

で積算していたため、辞退を申し出た。 
また、残りの１社は落札となったが、同じ

理由で辞退を申し出たためである。 
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・設計図書には正確に仕様が明記されて

いたのか。 
 
・入札価格の積算期間は、十分に取られ

ていたのか。 
 
・その他の指名停止については何が原因

か。 
 
 
４．審議対象工事及び業務の抽出結果に

ついて 
（委員長より説明） 
・特になし 
 
 
５．建設工事及び設計・コンサルティン

グ業務における抽出案件の審議 
①一般競争方式（政府調達協定適用対象） 
【ナノテク・インキュベーション棟新営その他

工事】 

・特になし。 
 
②一般競争方式 
【国際交流会館改修その他工事】 

・特になし。 

 

【文法経本館等改修その他電気設備工事】 

・特になし。 
 
 

・明記されている。 
 
 
・最低でも入札日の十二日前までには、設計図

書を交付している。 
 
・いずれも、工事費の積算ミスである。 
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③随意契約方式 
【外来・中診棟４階手術室７内装改修工事】 
・工事の内容について、説明してください。 
 
 
 
・７という数字は何を表しているのか。 
 
 
・新しい術式が増加したとのことだが、改

修したのは１室だけか。 
 
・随意契約とした理由は何か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④簡易公募型プロポーザル方式 
【微研本館改修設計業務】 

・建設コンサルタント選定委員に技術提案

書の提出者の名前は伏せているのか。 
 
⑤標準型プロポーザル方式 
【豊中イ号館改修他設計業務】 
・特になし 
 
 

 
 
・ステントグラフ治療に対応する手術用血

管造影撮影装置を設置することに伴う内

装改修工事である。 

 
・手術室が１８室あり、番号を付けている。 
７は７番目の手術室のことである。 
 
・１室だけである。 
 
 
・本工事は､医療行為の中で最もリスクの

かかる手術室ゾーンの中の１室を内装改

修するものであり、完成後、手術に支障が

及ぶような事があれば、本院及び大学に重

大な損害を与えることとなる。 

また、本工事は他の手術室を稼働させな

がら行う必要があるため、手術室という特

殊室に精通した知識があり、本病院の環境

を熟知し、同種工事の実績がある業者と契

約する必要があった。 
 
 
 
・伏せている。 
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⑥随意契約方式 
【箕面研究講義棟Ａ棟改修設計業務】 

・特になし 
 
抽出案件以外 
・標準型プロポーザル方式の中に契約率が

47.71％のものがあるが、予定価格が高す

ぎたということはないのか。 
 
・このような契約率で契約を取り交わして

も問題はないのか。 
 
 
 
 
６．低入札価格調査に係る特別重点調査の

試行について 
（平成２２年度より、本学においても低入

札価格調査に係る特別重点調査を試行す

る旨、調査の目的及び調査の内容を報告） 
・最低基準価格を下回った者には特別重点

調査を課し、なおかつ提出書類等が不備な

場合は指名停止も行うのか。 
 
 
７．その他 
（指名停止の措置の改正、政府調達対象事

業の基準額の見直しについて、及び再苦情

処理については申立てが無かった旨を報

告） 

 
 
 
 
 
・予定価格は適正に積算されている。 
 
 
 
・随意契約であるため最低基準額は設けて

いない。契約金額は、業者が第１回目に提

示してきた見積額であり、特に問題はない

と考える。 
 
 
 
 
 
 
 
・そのとおりである。 


